
【資料第１号】 

 

安全・安心まちづくり推進地区の指定について 

 

１ 経緯 

  平成１７年４月に文京区安全・安心まちづくり条例（平成１６年１２月文京区

条例第３３号。以下「条例」という。）を施行し、より地域の特性に合わせた支

援を進めていくため、条例第１７条の規定により、特定の施策を推進する地区を

指定してきた。 

  この度、防犯対策を推進する地区の新たな地域指定について、文京区安全・安

心まちづくり条例施行規則（平成１７年３月文京区規則第４５号）第４条の規定

による申請があったので、安全・安心まちづくり協議会に諮るものである。 

 

２ 指定申請のあった地区と内容 

（１）地区名 

   林町南町会地区（防犯対策を推進する地区） 

（２）団体名及び代表者 

   林町南町会 会長 長谷川 陽一 氏 

（３）申請内容 

   別紙申請書参照 

（４）地区の範囲 

千石一丁目１番～４番、１２番～１３番、１５番、千石二丁目４０番～ 

４６番 

 

３ 地区指定の手続（予定を含む。） 

令和６年１月３１日 推進地区指定の申請 

令和６年３月２７日 第４９回安全・安心まちづくり協議会開催 

令和６年４月１７日から令和６年５月１６日まで該当地域の区民意見聴取 

令和６年６月 推進地区指定の決定 

 

（注）防犯対策を推進する地区とは、文京区安全・安心まちづくり条例に基づき、

安全・安心まちづくりに係る特定の施策として、自主防犯パトロールなどを行

う地区をいう。 

 









富坂警察署 所見【林町南町会】 

 

 

 林町南町会地区は、富坂警察署管内の北側付近に位置しております。 

 同地区は、不忍通りや白山通り、春日通りに囲まれ、幹線道路から離れた地区

で閑静な住宅街であるが、これらの幹線道路への抜け道としての通行や、南側に

隣接する小石川植物園に訪れる観覧客等で人通りの多い地区であります。 

 また、この地区及び周辺では、特殊詐欺の予兆電話、いわゆる「アポ電」が数

多く入電しており、その中でも、官公署を騙った「還付金詐欺」や通信会社・そ

の他関連会社等を騙った架空請求事案が数多く入電しており、同地区を詐欺犯

人が徘徊している可能性が十分に考えられます。 

 このような情勢を鑑みると、該当防犯カメラは、その重要性が日々増しており、

設置することにより犯罪抑止効果を高める一方、被害等の発生時には早期の犯

人検挙等に繋げられることから、街頭防犯カメラを設置する必要性が高いと考

えられます。 

林町南町会地区の指定については、富坂警察署からも宜しくお願いしたいと

思います。 


